
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時 10 月 14 日（火）９時 00 分 

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 

令和７年度「廃棄物適正処理推進月間における監視事業及び普及啓発
事業」並びに「全国一斉路上軽油抜取調査（抜打調査）」の実施につ
いて（報道関係への事前のお知らせ） 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 

(実施日時) 発 表 者  

発表場所  

概 要 

１ 実施日時 

令和７年（2025年）10月 16日（木）午前 10時 30 分～11時 30分まで 

※雨天時は翌 17 日（金）に延期（実施判断を当日決定しますので、担当ま

でお問い合わせください。） 

２ 実施場所 

静内車検場駐車場（日高郡新ひだか町静内駒場 8 番 8 号） 

３ 実施内容 

(１)「廃棄物適正処理推進月間における監視事業及び普及啓発事業」環境生活課

所管 

廃棄物の不法投棄など不適正処理の未然防止・早期発見のため、路上検問を実

施します。 

調査内容等 

○ 産業廃棄物を運搬する車両等に対する検問を実施し、積載内容やマニフェ

スト等の書面の備え付け等を調査します。 

○ 産業廃棄物の適正処理に向けた指導・啓発を行います。 

(２)「全国一斉路上軽油抜取調査」税務課所管 

不正軽油撲滅のため、全国 47 都道府県が連携し、主要幹線道路等で一斉に路

上抜取調査を実施します。 

 調査内容等 

○ 主要幹線道路である国道 235 号線において、トラック等の燃料を抜き取

り、重油や灯油などが不正に使用されていないかを調査します。 

○ 異常な燃料油が検出された場合は、迅速に追跡調査をし、特に悪質な脱税

事案は刑事告発を行います。 

 ○ 北海道では当振興局を含む道内合計 13か所で実施します。 

参 考 軽油抜取調査の結果については、後日お知らせします。 

 

報 道 ( 取 材 ) 

に 当 た っ て 

の お 願 い 

１ 報道については、抜き打ち調査のため、報道解禁日を設定しておりますので、

よろしくお願いします。 

２ 取材に当たっては、調査対象者の車両ナンバーや会社名の個人情報が特定さ

れないよう御配慮をお願いします。 

報道の 

解禁日 

ラジオ・テレビ 

インターネット 
10月16日（木）午後３時以降 幹事社 

協議済 
新     聞 10月16日（木）夕刊（最終版）以降 

他 の ク ラ ブ 

と の 関 係 

同 時 配 付 

同 時 レ ク 

(場所) 

 

担 当 

（ 連 絡 先 ） 

日高振興局保健環境部環境生活課 
 課    長 栗林  稔 0146-22-9250(直通) 
地域環境係長 阿部 武彦 0146-22-9252(直通) 

日高振興局税務課 
課     長 村上 暁士 0146-22-9060(直通) 

課 税 係 長 宮川 真澄 0146-22-9062(直通) 

10／16（木）の発表 

 






